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集

自
治
体
に
よ
る
外
国
人
住
民
を
対
象
と
し
た
調
査
に
つ
い
て

1
外
国
人
登
録
原
簿
か
ら
サ
ン
プ
リ
ン
グ
を
実
施
し
た
調
査
を
中
心
に
　
ー

伊
藤
　
泰
郎

要
　
　
約

外
国
人
住
民
を
対
象
と
し
た
自
治
体
の
調
査
は
、
一
九
九
〇
年
前
後
か
ら
本
格
的
に
実
施
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
外
国
人
登
録
原
簿
か
ら
サ
ン
プ
リ
ン
グ
を

行
っ
た
調
査
も
数
多
く
行
わ
れ
て
い
る
。
近
年
で
は
、
研
究
者
や
外
国
人
住
民
、
N
G
O
な
ど
が
調
査
に
関
わ
る
こ
と
が
一
般
化
す
る
と
と
も
に
、
ア
ン
ケ
ー

ト
調
査
だ
け
で
な
く
聞
き
取
り
調
査
を
併
用
す
る
自
治
体
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
外
国
人
住
民
の
量
的
な
実
態
把
撞
が
進
展
す
る
一
方
で
、

既
存
の
調
査
で
は
十
分
に
と
ら
え
き
れ
て
い
な
い
層
が
存
在
す
る
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
外
国
人
登
録
を
し
て
い
な
い
超
過
滞
在
者
や
密
航
者
に
加
え
、
国
籍

別
の
回
収
率
の
分
析
で
明
ら
か
に
な
っ
た
の
は
、
ブ
ラ
ジ
ル
籍
の
な
か
で
も
特
に
定
住
者
の
在
留
資
格
を
持
つ
人
々
や
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
籍
の
興
業
の
在
留
資
格

を
持
つ
人
々
で
あ
る
。

一
は
じ
め
に

一
九
八
〇
年
代
の
後
半
以
降
、
外
国
人
の
増
加
を
背
景
に
、
政

府
機
関
や
自
治
体
、
研
究
者
な
ど
に
よ
っ
て
、
外
国
人
を
対
象
と

し
た
数
多
く
の
調
査
が
実
施
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
調
査
対
象

の
特
性
や
調
査
の
目
的
に
応
じ
て
、
こ
れ
ま
で
様
々
な
調
査
方
法

が
用
い
ら
れ
て
き
た
が
、
外
国
人
住
民
の
量
的
把
握
を
目
的
と
し

た
調
査
は
、
調
査
研
究
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
初
期
の
頃
か

ら
、
外
国
人
の
労
働
や
生
活
の
実
態
に
関
す
る
基
礎
的
な
デ
ー
タ
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を
得
る
上
で
、
一
定
の
役
割
を
担
っ
て
き
た
。

し
か
し
、
外
国
人
を
対
象
と
し
た
量
的
調
査
を
実
施
す
る
場
合
、

あ
る
程
度
の
量
の
サ
ン
プ
ル
を
ど
の
よ
う
に
確
保
す
る
か
と
い
う

問
題
が
あ
り
、
仮
に
そ
れ
が
ク
リ
ア
で
き
た
と
し
て
も
、
サ
ン
プ

ル
の
代
表
性
と
い
う
さ
ら
に
困
難
な
問
題
が
存
在
し
た
。
こ
れ
ま

で
の
調
査
で
は
、
エ
ス
ニ
ッ
ク
団
体
や
外
国
人
関
係
の
ボ
ラ
ン
テ

ィ
ア
団
体
、
外
国
人
が
働
く
企
業
を
通
じ
て
調
査
票
を
配
布
す
る

な
ど
、
様
々
な
工
夫
が
行
わ
れ
て
き
た
。
そ
れ
ら
は
二
疋
の
成
果

を
収
め
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
調
査
結
果
を
外
国
人
全
体
へ
と

一
般
化
す
る
上
で
は
、
そ
の
多
く
が
統
計
学
的
に
は
精
度
を
欠
い

た
も
の
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

サ
ン
プ
ル
の
代
表
性
を
確
保
す
る
た
め
に
は
、
調
査
対
象
と
す

る
人
々
の
網
羅
性
が
高
い
名
簿
が
必
要
と
さ
れ
る
。
「
日
本
人
」

を
対
象
と
し
た
調
査
の
場
合
、
学
術
目
的
で
あ
れ
ば
、
選
挙
人
名

簿
や
住
民
基
本
台
帳
か
ら
サ
ン
プ
リ
ン
グ
を
実
施
す
る
こ
と
が
可

能
で
あ
る
。
し
か
し
、
外
国
人
の
場
合
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
選

挙
人
名
簿
は
存
在
せ
ず
、
外
国
人
登
録
原
簿
の
閲
覧
は
学
術
目
的

で
あ
っ
て
も
不
可
能
で
あ
る
。

こ
う
し
た
状
況
に
お
い
て
、
近
年
い
く
つ
か
の
自
治
体
が
外
国

人
登
録
原
簿
か
ら
サ
ン
プ
リ
ン
グ
し
た
調
査
を
実
施
し
て
い
る
こ

と
は
、
大
き
な
意
義
を
持
っ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
こ
う
し
た
調

査
を
中
心
に
、
自
治
体
に
よ
る
外
国
人
住
民
を
対
象
と
し
た
調
査

の
実
施
状
況
を
概
観
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
ま
で
の
調
査
が
と
ら

え
き
れ
な
か
っ
た
層
の
存
在
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

二
　
自
治
体
に
よ
る
調
査
の
実
施
状
況

外
国
人
住
民
を
対
象
と
し
た
も
の
に
限
ら
ず
、
全
国
の
自
治
体

が
行
っ
た
調
査
を
網
羅
的
に
把
握
す
る
こ
と
は
あ
ま
り
容
易
な
作

業
で
は
な
い
。
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
で
各
種
の
調
査
報
告
書
や
そ
の

概
略
を
公
開
し
て
い
る
自
治
体
も
あ
る
が
、
通
常
は
調
査
報
告
書

を
配
布
す
る
範
囲
は
か
な
り
限
ら
れ
て
い
る
。
各
自
治
体
の
図
書

館
以
外
で
は
、
実
際
に
手
に
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
場
合
が
多

く
、
報
告
書
が
図
書
館
に
収
蔵
さ
れ
て
い
な
い
場
合
も
あ
る
。
ま

た
、
調
査
の
実
施
か
ら
数
年
経
て
ば
、
関
係
し
た
職
員
の
多
く
は

異
動
し
て
し
ま
う
た
め
、
調
査
を
担
当
し
た
部
局
で
さ
え
実
施
当

時
の
状
況
を
よ
く
知
ら
な
い
場
合
も
少
な
く
な
い
。

今
回
筆
者
は
、
国
立
情
報
学
研
究
所
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
で
あ
る

W
e
b
c
a
t
に
よ
り
検
索
を
行
う
一
方
で
、
外
国
人
登
録
者
数
の
多

い
都
道
府
県
を
中
心
に
、
自
治
体
の
図
書
館
の
横
断
検
索
な
ど
を

用
い
て
、
極
力
可
能
な
範
囲
で
既
存
の
調
査
の
把
握
に
努
め
た
。

そ
の
結
果
、
全
部
で
三
四
の
調
査
の
存
在
を
把
握
す
る
こ
と
が
で

き
　
（
表
1
～
4
）
、
概
要
版
も
含
め
て
そ
の
う
ち
二
九
の
調
査
報

告
書
を
見
る
こ
と
が
で
き
た
　
（
労
働
関
係
の
部
局
に
よ
り
「
外
国
人

部落解放研究Ⅰぬ1622005．2
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労
働
者
」
を
対
象
に
実
施
さ
れ
た
調
査
も
い
く
つ
か
存
在
す
る
が
、
今

回
は
あ
く
ま
で
も
外
国
人
住
民
を
対
象
と
し
た
も
の
に
限
定
し
た
）
。

し
か
し
、
そ
こ
か
ら
抜
け
落
ち
て
し
ま
っ
た
調
査
が
少
な
か
ら
ず

あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
し
、
こ
れ
以
外
に
も
、
関
係
者
な
ど

か
ら
調
査
が
実
施
さ
れ
た
と
伝
え
聞
い
た
自
治
体
も
存
在
す
る
。

以
下
で
は
、
筆
者
の
管
見
に
基
づ
く
形
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で

自
治
体
が
外
国
人
住
民
を
対
象
に
実
施
し
た
調
査
の
大
ま
か
な
流

れ
を
見
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

外
国
人
住
民
を
対
象
と
し
た
自
治
体
の
調
査
の
な
か
で
、
最
も

早
い
時
期
に
実
施
さ
れ
た
も
の
と
し
て
は
、
一
九
八
四
年
の
「
神

奈
川
県
内
在
住
外
国
人
実
態
調
査
」
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
調
査

は
、
神
奈
川
県
渉
外
部
国
際
交
流
課
が
企
画
し
、
研
究
者
に
よ
っ

て
組
織
さ
れ
た
神
奈
川
県
内
在
住
外
国
人
実
態
調
査
委
貞
会
に
委

託
し
て
行
わ
れ
た
。
対
象
と
さ
れ
た
国
籍
は
、
調
査
時
点
で
神
奈

川
県
の
外
国
人
登
録
者
数
の
約
八
一
％
を
占
め
て
い
た
韓
国
・
朝

鮮
籍
と
中
国
籍
で
あ
り
、
オ
ー
ル
ド
タ
イ
マ
ー
の
生
活
状
況
の
数

量
的
な
把
握
を
目
指
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
ニ
ュ
ー
カ
マ
ー
の
来

住
が
本
格
化
す
る
以
前
に
、
こ
う
し
た
調
査
が
自
治
体
に
よ
り
企

画
さ
れ
た
こ
と
自
体
が
画
期
的
で
あ
っ
た
が
、
サ
ン
プ
リ
ン
グ
が

外
国
人
登
録
原
簿
か
ら
行
わ
れ
た
と
い
う
点
で
も
画
期
的
な
調
査

で
あ
っ
た
。

外
国
人
登
録
原
簿
の
閲
覧
が
可
能
に
な
っ
た
経
緯
に
つ
い
て
、

一
般
向
け
に
刊
行
さ
れ
た
こ
の
調
査
の
報
告
書
　
（
神
奈
川
県
内
在

住
外
国
人
実
態
調
査
委
貞
会
、
一
九
八
六
）
　
で
は
何
も
触
れ
ら
れ
て

い
な
い
が
、
福
岡
安
則
氏
は
関
係
者
か
ら
の
伝
聞
と
し
て
以
下
の

よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
関
係
者
か
ら
伝
え
聞
く
と
こ
ろ
に
よ
る

と
、
こ
の
調
査
に
さ
い
し
て
は
県
内
の
民
団
と
給
連
　
（
在
日
本
朝

鮮
人
給
聯
合
会
）
　
の
協
力
を
取
り
つ
け
た
う
え
で
、
県
職
員
と
研

究
者
が
法
務
省
に
足
を
運
び
、
外
国
人
登
録
原
票
か
ら
の
サ
ン
プ

リ
ン
グ
を
　
〝
黙
認
″
し
て
も
ら
う
了
解
を
え
た
こ
と
に
よ
り
可
能

に
な
っ
た
と
い
う
」
　
（
福
岡
・
金
、
一
九
九
七
∵
Ⅳ
頁
）
。
こ
の
記

述
か
ら
は
、
外
国
人
登
録
原
簿
の
閲
覧
が
当
時
あ
く
ま
で
も
例
外

と
し
て
行
わ
れ
た
状
況
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

自
治
体
に
よ
る
外
国
人
住
民
を
対
象
と
し
た
調
査
が
本
格
化
し

た
の
は
、
外
国
人
登
録
者
数
が
急
増
し
た
一
九
八
〇
年
代
後
半
以

降
で
あ
る
。
一
九
九
〇
年
前
後
が
一
つ
の
ピ
ー
ク
で
あ
り
、
一
九

八
八
年
か
ら
一
九
九
四
年
に
か
け
て
、
筆
者
が
確
認
で
き
た
だ
け

で
も
一
六
の
調
査
が
実
施
さ
れ
て
い
る
　
（
労
働
関
係
の
部
局
に
よ

る
調
査
も
、
こ
の
時
期
に
実
施
さ
れ
た
も
の
が
多
い
と
思
わ
．
れ
る
）
。

こ
の
う
ち
、
一
二
が
東
京
や
そ
の
周
辺
の
自
治
体
が
実
施
し
た
調

査
で
あ
る
。
今
回
関
西
の
自
治
体
に
よ
る
調
査
が
十
分
に
把
握
で

き
な
か
っ
た
可
能
性
は
あ
る
が
、
ニ
ュ
ー
カ
マ
ー
の
来
住
が
東
京

大
都
市
圏
に
お
い
て
よ
り
顕
著
で
あ
っ
た
こ
と
が
背
景
と
し
て
考

え
ら
れ
る
。
ま
た
、
ほ
と
ん
ど
の
調
査
が
外
国
人
登
録
原
簿
か
ら
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表1自治体による外国人住民を対象とした調査（1）
：外国人登録原遠からサンプリングしたもの

自治体名
実施

年度
標　　 本 （i） 標本 数 回収 数 回収率

聞 き取 り調査 の実

施

神 奈 川 県 1984
20歳以上 の韓 国 ・朝鮮 籍お

よび中国籍か ら抽出
2，142 1，028 48．0 実施せず

東京都港区 1988 18歳 以上 か ら抽 出 2，∝旧 8 10 40．5 実施せず

目　 黒　 区 1989 18歳以上 か ら抽 出 1，0（犯 429 42．9 実施せず

東京都北 区 1990 18歳 以上 か ら抽 出 1，040 3 16 30．4 実施せず

小 金 井 市 1990 18歳以上 か ら抽出 600 225 4 1．7 実施せず

世 田 谷 区 199 1 18歳以上 か ら抽出 2，466 808 35．6 実施せず

調　 布　 市 1992 20歳以上か ら抽 出 1．347 5 16 38．3 実施せず

文　 京　 区 1992 18歳以上 か ら抽 出 1，（X氾 42 1 42．1 実施せず

川　 崎　 市 1992 18歳以上か ら抽出 3．00 0 1，146 38．2
199 5年 に別途実施

（68名）

千　 葉　 市 1993 16歳以上の全員 8，120 1，246 20．6 実施せず

豊　 島　 区 1993 在留 年数 5 年未満か ら抽出 1．000 364 36．4 実施せず

山　 形　 県 1994
18歳以上の うち、特定の在

留資格 を持つ者全員 （2）
1，347 朗＝2 47．7 実施せず

横　 浜　 市 1995 16歳以上か ら抽 出 3，000 988 32．9
調査票 の返送者か

ら20名

埼　 玉　 県 1996
永 住者 ・特 別永住者 を除 く

16歳 以上 か ら抽 出
3，300 877 26．2 実施せず

京　 都　 市 1996 20歳以上か ら抽出 3，4（泊 868 27．9 1995年に別途実施（3）

三　 重　 県 1999 標 本の半数 を抽 出 （4） 2．00 0 468 23．4 実施せ ず

神 奈 川 県 1999 18歳以上か ら抽 出 3，024 1，（犯7 37．2
6 つの テーマ を設

定 して107名

千　 葉　 市 19 99 16歳以上の全員 10，747 2，002 22．0
調査票 の返送者か

ら10名

島　 根　 県 200 1 20歳以上の全員 2．69 1 1，190 44，2 実施せ ず

大　 阪　 市 2（犯1 20歳以上 か ら抽 出 （5） 7．845 2，（施3 26．3 実施せず

仙　 台　 市 2（犯1 16歳以上 の全員 4．728 1，244 26．3 不明 （6）

広　 島　 市 200 2 18歳以上か ら抽 出 3，000 1，0 13 33．8
調査票 の返送者か

ら53名

文　 京　 区 200 3 18歳以上80歳以下か ら抽 出 2．500 49 1 19．6 な し

注（1）「抽出」の記載があるものは、全て無作為に抽出が行われた。
（2）対象となった在留資格は、報告書によれば以下の通り。①日本人の配偶者等、②留学・

就学、（彰研修、④定住（日系二世・三世等の労働者）。
（3）報告書は未見。

（4）残り半数は、報告書によれば以下の通り。①三重県に滞在するJETプログラム研修生、
（む県内の企業2社で就労する外国人、（彰日本語教室受講者。

（5）（∋韓国・朝鮮籍は1／40、②中国籍およびその他の国籍は1／10の比率で抽出しており、捻
標本数は4，294、回収率は43．1％。（pに②から1／4を抽出して合わせたものを分析に用い
ており、表ではその数値を示した。

（6）今回入手した一般向けの概要版では記載なし。
※　神奈川県の1984年の調査は、個別面接法で行われたが、それ以外の調査は全て郵送法で

行われた。

部落解放研究NG1622005．2



28

サ
ン
プ
リ
ン
グ
を
行
っ
て
い
る
こ
と
に
も
、
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。

神
奈
川
県
が
実
施
し
た
一
九
八
四
年
の
調
査
以
降
、
法
務
省
の
対

応
に
何
ら
か
の
変
化
が
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
が
、
詳
細
は

不
明
で
あ
る
。

大
都
市
圏
以
外
で
こ
の
時
期
に
調
査
を
実
施
し
た
自
治
体
は
、

浜
松
市
、
山
形
県
、
そ
し
て
島
根
県
で
あ
る
。
浜
松
市
は
、
一
九

九
〇
年
の
外
国
人
登
録
法
の
改
定
以
降
、
日
系
外
国
人
の
居
住
者

が
急
増
し
た
地
域
で
あ
り
、
山
形
県
は
、
一
九
八
五
年
の
行
政
に

よ
る
「
集
団
お
見
合
い
」
以
降
、
行
政
や
民
間
業
者
に
よ
り
外
国

人
女
性
の
「
嫁
入
り
」
が
進
め
ら
れ
て
き
た
地
域
で
あ
る
（
桑
山
、

一
九
九
五
‥
一
三
～
一
人
頁
）
。
浜
松
市
の
報
告
書
は
未
見
で
あ
る

が
、
山
形
県
に
つ
い
て
は
、
対
象
者
数
や
報
告
書
の
ペ
ー
ジ
配
分

か
ら
判
断
す
る
と
、
日
本
人
の
配
偶
者
な
ど
の
特
定
の
層
の
実
態

把
握
が
主
要
な
目
的
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

一
方
、
島
根
県
は
、
他
と
比
べ
て
外
国
人
住
民
は
む
し
ろ
少
な

い
自
治
体
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
九
九
一
年
、
一
九
九
六

年
、
二
〇
〇
〇
年
の
三
回
に
わ
た
っ
て
調
査
を
実
施
し
て
い
る
。

韓
国
・
朝
鮮
籍
の
住
民
を
対
象
と
し
た
最
初
の
二
回
の
調
査
で

は
、
外
国
人
登
録
原
簿
か
ら
の
サ
ン
プ
リ
ン
グ
は
行
っ
て
い
な
い

が
、
民
族
団
体
の
協
力
を
得
て
か
な
り
の
数
の
サ
ン
プ
ル
数
を
確

保
し
た
。
早
い
時
期
か
ら
調
査
を
始
め
、
そ
の
後
も
継
続
し
て
実

施
す
る
な
ど
、
着
実
な
取
り
組
み
を
進
め
て
い
る
自
治
体
で
あ
る
。

一
九
九
〇
年
代
前
半
ま
で
の
調
査
の
ほ
と
ん
ど
は
、
自
治
体
が

委
託
し
た
民
間
の
調
査
機
関
に
よ
り
行
わ
れ
た
。
川
崎
市
の
一
九

九
二
年
の
調
査
は
、
調
査
票
の
配
布
・
回
収
な
ど
は
民
間
の
調
査

機
関
に
委
託
し
て
い
る
が
、
調
査
票
の
作
成
や
分
析
、
報
告
書
の

執
筆
は
、
研
究
者
が
構
成
す
る
実
態
調
査
委
員
会
が
担
当
し
た
点

で
、
他
の
調
査
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
川
崎
市
は
、
一
九

九
四
年
に
再
度
調
査
委
貞
会
を
設
置
し
て
、
超
過
滞
在
者
も
含
め

た
ニ
ュ
ー
カ
マ
ー
を
対
象
に
、
聞
き
取
り
調
査
も
実
施
し
た
。
二

つ
の
調
査
で
事
務
局
を
担
当
し
て
い
た
川
崎
市
職
員
の
伊
藤
長
和

氏
は
、
「
都
道
府
県
、
政
令
指
定
都
市
で
こ
れ
だ
け
の
大
が
か
り

な
外
国
人
市
民
の
意
識
調
査
が
な
さ
れ
た
の
は
初
め
て
だ
っ
た
だ

け
に
、
そ
の
波
紋
は
大
き
く
、
問
い
合
わ
せ
と
視
察
が
あ
い
つ
い

だ
」
（
伊
藤
、
一
九
九
七
‥
四
人
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。
川
崎
市
は
、

他
の
自
治
体
に
先
駆
け
て
様
々
な
外
国
人
施
策
を
具
体
化
し
て
き

た
自
治
体
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
一
連
の
調
査
は
、
こ
れ
以
降
に

行
わ
れ
た
他
の
自
治
体
の
調
査
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
に

な
っ
た
。

一
九
九
〇
年
代
半
ば
か
ら
は
、
政
令
指
定
都
市
に
よ
る
調
査
が

相
次
い
だ
。
筆
者
が
確
認
で
き
た
だ
け
で
も
、
川
崎
市
の
調
査
以

降
、
六
つ
の
政
令
指
定
都
市
が
外
国
人
住
民
を
対
象
に
調
査
を
実

施
し
て
い
る
。
ま
た
、
神
奈
川
県
や
文
京
区
は
、
最
初
の
調
査
か

ら
一
〇
年
以
上
経
過
し
た
後
に
、
二
回
目
の
調
査
を
実
施
し
た
。



29　自治体による外国人住民を対象とした調査について

表2　自治体による外国人住民を対象とした調査（2）

：民族団体や行政の窓口を通じて調査票を配布したもの

自治体名
実施

年度
配布対象お よび配布方法 回収数

豊 島 区 1988 ①立教大留学生、②区内日本語学校在籍者、③区立保育園 211
在籍外国人子女の保護者、④区長との懇談会出席者を対象

（①②③は学校 ・保育園を通 じて配布）

島 根 県 1996 20歳以上の韓国 ・朝鮮人に対 して、民族団体の協力（‖を得 261
て郵送

東 京 都 1996 16歳以上の外国人登録者に対 して、市区町村の外国人登録 892
窓口で配布

島 根 県 2000 20歳以上の韓国 ・朝鮮人に対 して、民族団体の協力（1）を得 234
て郵送

注（1）協力団体は、在日本大韓民国民団島根県地方本部及び在日本朝鮮人総聯合会島根県本部。

※　回収は全て担当部局に対する郵送で行われた。

表3　自治体による外国人住民を対象とした調査（3）

：聞き取り調査のみが実施されたもの

自治体名
実施

年度
対　　 象 対象数 実施主体 備　　 考

大 阪 府 1994 在日韓国 ・朝鮮 4 つの家族 定住外国人問題研究会 生活史法に

人 ・親族集団

29名

よる調査

川 崎 市 1995 ニューカマーを

対象 （オーバー

ステイを含む）

68名 川崎市外国籍市民意識

実態調査研究委員会

表4　自治体による外国人住民を対象とした調査（4）

：今回報告書を入手できなかったもの

自治体名 発行年 報　 告　 書　 名 担当部局

島 根 県 199 1 在 日韓国 ・朝鮮人問題 をご存 じですか ？（l） 総務部国際課

武蔵野市 1992 武蔵野市外国人意識調査 企画部

浜 松 市 1993 浜松市における外国人の生活実態 ・意識調査 企画部

京 都 市 1996 京都市在住韓国 ・朝鮮人生活史 ・意識調査 （抜粋 総務局国際化推進室

版）

横 浜 市 1997 横浜市外国人女性の生活実態調査報告書 市民局女性計画推進室

注（1）調査方法や調査結果は、1996年の報告書にも掲載されている。

部落解放研究Nn1622005．2
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近
年
の
調
査
の
特
徴
と
し
て
は
、
少
な
く
と
も
以
下
の
二
つ
が

挙
げ
ら
れ
る
。
ま
ず
第
一
に
、
調
査
票
の
作
成
や
報
告
書
の
執
筆
、

さ
ら
に
は
聞
き
取
り
調
査
の
調
査
員
と
し
て
、
研
究
者
や
外
国
人

住
民
、
N
G
O
な
ど
が
関
わ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
大

阪
市
や
広
島
市
、
文
京
区
　
（
二
〇
〇
三
年
調
査
）
　
の
よ
う
に
、
こ

れ
ら
の
メ
ン
バ
ー
を
含
ん
だ
調
査
委
貞
会
　
（
自
治
体
に
よ
っ
て
名

称
は
異
な
る
）
　
が
設
置
さ
れ
る
ケ
ー
ス
や
、
大
阪
府
や
京
都
市
の

よ
う
に
ハ
　
研
究
者
の
組
織
に
調
査
が
委
託
さ
れ
る
ケ
ー
ス
、
横
浜

市
　
（
一
九
九
五
年
調
査
）
　
や
島
根
県
（
一
九
九
六
年
調
査
二
一
〇
〇

〇
年
調
査
）
　
の
よ
う
に
、
研
究
者
や
民
族
団
体
な
ど
か
ら
ア
ド
バ

イ
ス
・
助
言
を
受
け
る
ケ
ー
ス
な
ど
、
そ
の
関
わ
り
方
は
様
々
で

あ
る
。
ま
た
、
神
奈
川
県
（
一
九
九
九
年
調
査
）
　
の
報
告
書
の
巻

末
に
は
、
調
査
の
参
加
メ
ン
バ
ー
と
し
て
、
多
数
の
研
究
者
や
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
、
N
G
O
の
ス
タ
ッ
フ
の
名
前
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

第
二
に
、
量
的
調
査
に
加
え
て
聞
き
取
り
調
査
を
行
う
自
治
体

が
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
前
述
の
川
崎
市
以
外
で
は
、
横
浜
市
、

神
奈
川
県
、
千
葉
市
　
（
一
九
九
九
年
調
査
）
、
広
島
市
が
そ
う
し
た

例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
特
に
神
奈
川
県
は
、
団
地
、
日
系
人
、

在
日
コ
リ
ア
ン
、
若
者
、
オ
ー
バ
ー
ス
テ
イ
、
女
性
と
い
う
六
つ

の
重
点
課
題
を
設
定
し
、
丹
念
な
調
査
と
分
析
を
行
っ
て
い
る
。

ま
た
、
ほ
と
ん
ど
の
自
治
体
が
量
的
な
手
法
を
用
い
て
い
た
の

に
対
し
て
、
大
阪
府
の
調
査
は
あ
え
て
そ
れ
を
行
わ
ず
、
韓
国
・

朝
鮮
籍
の
住
民
を
対
象
に
生
活
史
法
に
よ
る
調
査
を
実
施
し
た
。

そ
う
し
た
手
法
を
採
用
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
谷
富
夫
氏
は
報
告

書
の
中
で
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
わ
れ
わ
れ
は
、
在
日

の
社
会
と
文
化
に
つ
い
て
は
ま
だ
ま
だ
未
知
の
部
分
が
少
な
く
な

い
と
い
う
前
提
か
ら
出
発
し
て
い
る
以
上
、
限
定
さ
れ
た
数
の
質

問
を
紋
切
り
型
に
聞
い
て
い
く
定
型
質
問
紙
法
　
（
そ
れ
は
、
仮
説

検
証
型
の
調
査
の
と
き
は
効
果
を
発
揮
す
る
）
　
は
あ
ま
り
役
に
立
た

な
い
こ
と
を
自
覚
し
て
い
る
。
む
し
ろ
、
生
活
上
の
い
ろ
い
ろ
な

こ
と
を
聞
き
な
が
ら
問
題
を
発
見
し
て
い
く
仮
説
策
出
塑
の
調
査

の
方
が
ふ
さ
わ
し
い
」
　
（
大
阪
府
・
定
住
外
国
人
問
題
研
究
会
、
一

九
九
四
‥
四
頁
）
。
報
告
書
は
未
見
で
あ
る
が
、
京
都
市
の
場
合
、

韓
国
・
朝
鮮
籍
の
住
民
を
対
象
と
し
た
生
活
史
調
査
が
量
的
調
査

に
先
行
し
て
い
る
こ
と
も
、
述
べ
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

同
様
に
報
告
書
を
未
確
認
で
あ
る
た
め
詳
細
は
不
明
で
あ
る

が
、
横
浜
市
が
一
九
九
七
年
に
外
国
人
女
性
に
関
す
る
調
査
の
報

告
書
を
刊
行
し
て
い
る
こ
と
も
、
近
年
の
新
し
い
動
向
と
し
て
注

目
に
催
す
る
と
思
わ
れ
る
。

≡
　
調
査
で
は
と
ら
え
ら
れ
な
か
っ
た
人
々

外
国
人
登
録
原
簿
か
ら
サ
ン
プ
リ
ン
グ
し
た
調
査
が
行
わ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
、
量
的
な
側
面
か
ら
外
国
人
住
民
の
実
態
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把
握
が
進
ん
だ
こ
と
は
、
大
き
な
成
果
で
あ
る
。
し
か
し
、
対
象

者
の
網
羅
性
が
高
い
名
簿
か
ら
サ
ン
プ
リ
ン
グ
が
行
わ
れ
た
場
合

で
も
、
回
答
者
の
属
性
に
偏
り
が
生
じ
る
こ
と
は
不
可
避
で
あ
り
、

自
治
体
が
こ
れ
ま
で
実
施
し
て
き
た
調
査
に
お
い
て
も
、
十
分
に

と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
層
が
存
在
す
る
は
ず
で
あ
る
。

調
査
の
蓄
積
が
あ
る
程
度
進
ん
で
き
た
現
在
に
お
い
て
、
そ
れ
が

ど
の
よ
う
な
人
々
で
あ
っ
た
か
を
検
証
す
る
こ
と
は
、
意
味
の
あ

る
作
業
だ
と
思
わ
れ
る
。

ま
ず
、
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
外
国
人
登
録
を
し

て
い
な
い
人
々
は
、
外
国
人
登
録
原
簿
か
ら
サ
ン
プ
リ
ン
グ
し
た

調
査
の
対
象
者
に
な
ら
な
い
。
具
体
的
に
は
、
超
過
滞
在
者
や
密

入
国
者
な
ど
が
こ
う
し
た
人
々
に
相
当
す
る
と
思
わ
れ
る
が
、
外

国
人
住
民
の
な
か
で
最
も
生
活
上
の
困
難
を
抱
え
る
人
々
で
あ

り
、
今
後
行
政
が
施
策
を
進
め
て
い
く
上
で
重
要
な
対
象
と
な
る

人
々
で
あ
る
。
超
過
滞
在
者
を
対
象
と
し
た
自
治
体
の
調
査
と
し

て
は
、
川
崎
市
の
一
九
九
五
年
の
調
査
と
神
奈
川
県
の
一
九
九
九

年
の
調
査
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ど
ち
ら
の
調
査
も
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

や
N
G
O
な
ど
の
協
力
を
得
て
、
聞
き
取
り
調
査
に
よ
る
実
態
把

握
を
行
っ
た
。
調
査
を
行
う
こ
と
が
困
難
な
層
で
あ
る
こ
と
は
確

か
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
人
々
を
調
査
対
象
と
し
て
意
識
し
て
い

る
か
否
か
は
、
外
国
人
施
策
に
取
り
組
む
自
治
体
の
姿
勢
を
問
う

試
金
石
の
一
つ
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

次
に
、
外
国
人
登
録
原
簿
か
ら
サ
ン
プ
リ
ン
グ
を
行
っ
た
調
査

の
回
収
率
を
見
て
み
た
い
。
神
奈
川
県
の
一
九
八
四
年
の
調
査
以

外
は
全
て
郵
送
法
で
行
わ
れ
て
い
る
が
、
郵
送
法
の
場
合
、
三
〇

％
程
度
の
回
収
率
を
得
る
こ
と
が
成
功
の
目
安
と
さ
れ
る
。
表
1

か
ら
こ
れ
ま
で
の
調
査
の
回
収
率
を
見
て
み
る
と
、
特
に
最
近
の

調
査
の
回
収
率
が
低
く
、
一
九
九
五
年
以
降
に
実
施
さ
れ
た
一
一

の
調
査
の
う
ち
、
七
つ
の
調
査
が
三
〇
％
を
下
回
っ
て
い
る
こ
と

が
わ
か
る
。
近
年
、
日
本
人
を
対
象
と
し
た
調
査
で
も
回
収
率
の

低
下
が
見
ら
れ
る
た
め
、
必
ず
し
も
調
査
対
象
や
調
査
方
法
の
問

題
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
二
〇
％
前
後
の
自
治
体

も
い
く
つ
か
存
在
し
て
い
る
。

表
5
は
国
籍
別
の
回
収
率
で
あ
る
。
こ
れ
ら
以
外
で
は
、
世
田

谷
区
と
京
都
市
の
報
告
書
が
、
標
本
と
回
収
票
の
国
籍
別
の
構
成

比
の
比
較
を
行
っ
て
い
る
。
ま
た
、
国
籍
ご
と
の
詳
細
な
分
析
に

つ
い
て
は
、
筆
者
が
実
態
調
査
委
員
会
に
参
加
し
た
広
島
市
の
調

査
の
デ
ー
タ
を
用
い
る
こ
と
に
し
た
。

い
ず
れ
の
調
査
に
も
共
通
し
て
言
え
る
こ
と
は
、
中
国
籍
の
回

収
率
が
高
く
、
ブ
ラ
ジ
ル
籍
の
回
収
率
が
低
い
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
中
国
籍
に
つ
い
て
は
、
大
半
を
占
め
る
中
華
人
民
共
和
国
の

出
身
者
に
学
生
と
し
て
来
日
し
た
者
が
多
い
こ
と
が
、
最
も
大
き

な
理
由
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
郵
送
調
査
で
は
、
一
般
的
に
学
歴

が
高
い
層
の
方
が
回
収
率
は
高
く
な
る
傾
向
が
あ
る
。
近
年
の
東

部落解放研究N81622005．2
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表5　国籍別の回収率（％）

自 治 体 名
実 施

全 体
韓 国 ・

中 国
フ ィ リ そ の 他 プ ラ ア メ 欧 米 ・オ そ の 他 欧 米 ・

そ の 他
年 度 朝 鮮 ピ ン ア ジ ア ジ ル リ カ セ ア ニ ア オ セ ア ニ ア

jll崎 市 19 93 38 ．2 3 3 ．4 5 l．8 42 ．3 4 1．2 36 ．6 ／ 4 0．9 ／ ／

埼 玉 県 19 96 26 ．2 2 3 ．8 3 3 ．9 27 ．6 ／ 18 ．8 2 1．5 ／ ／ ／

神 奈 川 県 19 99 37 ．2 3 2 ．8 4 6 ．6 3 7 ，5 3 0 ，0 27 ．8 3 2．7 ／ 4 1．6 ／

大 阪 市 200 1 4 4 ．2 4 6 ．1 4 9 ，8 ／ ／ ／ ／ ／ ／ 43 ．1

島 根 県 20 00 26 ．3 25 ．1 35 ．1 19 ．2 ／ 16 ．9 ／ ／ ／ ／

広 島 市 20 02 3ま8 3 4 ．8 35 ，3 2 7．8 28 ．9 2 8 ．7 4 2．3 ／ 2 6．5 ／

注・数値には報告書を元に筆者が算出したものもある。斜線は、報告書でデータが示されておら

ず、算出も不能なもの。

イその他アジア」には、韓国・朝鮮、中国、フィリピンが含まれていない。
・「その他欧米・オセアニア」には、アメリカが含まれていない。

・大阪市の「その他」は、全体から韓国・朝鮮、中国を除いたもの。他の自治体は示さなかった。

北
三
省
を
本
籍
地

と
す
る
外
国
人
登

録
者
数
の
増
加

は
、
中
国
帰
国
者

の
来
日
の
増
加
に

対
応
し
て
い
る
と

思
わ
れ
る
が
、
中

国
帰
国
者
か
ら
ど

れ
く
ら
い
回
答
が

得
ら
れ
て
い
る
か

を
検
討
す
る
こ
と

も
重
要
で
あ
る
。

し
か
し
、
現
状
で

は
、
中
国
籍
の
回

答
者
に
占
め
る
定

住
者
の
比
率
か
ら

判
断
す
る
く
ら
い

し
か
方
法
が
な

い
。
広
島
市
の
調

査
を
見
る
限
り
で

は
そ
の
値
は
そ
れ

ほ
ど
低
く
は
な
い

が
、
こ
れ
だ
け
で
結
論
を
出
す
こ
と
は
控
え
た
い
と
思
う
。

ブ
ラ
ジ
ル
籍
の
人
々
に
つ
い
て
は
、
転
職
や
居
住
地
移
動
の
頻

度
の
高
さ
が
指
摘
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
こ
う
し
た
流
動
性
の
高

さ
は
、
回
収
率
を
低
く
す
る
一
つ
の
要
因
に
な
っ
て
い
る
と
思
わ

れ
る
。
ま
た
、
表
5
で
ブ
ラ
ジ
ル
籍
の
回
収
率
を
全
体
の
回
収
率

と
比
較
し
て
み
る
と
、
川
崎
市
の
一
九
九
三
年
の
調
査
で
は
そ
の

差
は
小
さ
い
が
、
そ
れ
以
降
の
調
査
で
顕
著
な
差
が
見
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
日
系
ブ
ラ
ジ
ル
人
の
場
合
、
一
九

九
〇
年
の
入
管
法
改
定
直
後
の
時
期
と
そ
れ
以
後
と
で
は
新
規
に

来
日
す
る
層
が
変
化
し
、
近
年
で
は
、
社
会
的
地
位
が
相
対
的
に

低
い
層
や
教
育
を
あ
ま
り
受
け
ら
れ
な
か
っ
た
農
村
部
の
出
身
者

も
含
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
人
々

が
ブ
ラ
ジ
ル
籍
の
居
住
者
の
ど
れ
く
ら
い
を
構
成
し
て
い
る
か
は

不
明
で
あ
る
が
、
調
査
に
よ
り
十
分
に
把
握
で
き
な
い
層
に
な
っ

て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。

広
島
市
の
調
査
か
ら
ブ
ラ
ジ
ル
籍
の
回
答
者
の
在
留
資
格
を
見

て
み
た
い
。
報
告
書
に
は
中
米
南
米
諸
国
と
し
て
ま
と
め
た
数
値

が
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、
ブ
ラ
ジ
ル
籍
に
つ
い
て
改
め
て
算
出
し

た
と
こ
ろ
、
永
住
者
が
五
一
・
七
％
、
日
本
人
の
配
偶
者
等
が
一

七
ニ
ー
％
、
定
住
者
が
一
〇
二
二
％
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、

広
島
県
の
ブ
ラ
ジ
ル
籍
の
外
国
人
登
録
者
の
構
成
比
は
、
二
〇
〇

二
年
末
で
そ
れ
ぞ
れ
一
〇
・
六
％
、
二
七
・
二
％
、
五
九
二
一
％
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と
な
っ
て
お
り
、
県
と
市
の
違
い
が
あ
る
た
め
推
測
の
域
を
出
な

い
が
、
定
住
者
の
回
答
率
が
か
な
り
低
か
っ
た
こ
と
が
う
か
が
わ

れ
る
。
定
住
者
の
資
格
を
持
つ
の
は
、
日
系
二
世
の
配
偶
者
や
日

系
三
世
な
ど
で
あ
り
、
こ
う
し
た
人
々
の
実
態
が
調
査
で
と
ら
え

ら
れ
て
い
な
い
可
能
性
が
高
い
と
言
え
る
。

韓
国
・
朝
鮮
籍
に
つ
い
て
は
、
大
阪
市
と
広
島
市
以
外
の
調
査

で
全
体
よ
り
も
若
干
回
収
率
が
低
く
な
っ
て
お
り
、
世
田
谷
区
と

京
都
市
の
調
査
の
構
成
比
の
比
較
で
も
そ
の
こ
と
は
あ
て
は
ま

る
。
神
奈
川
県
の
一
九
九
九
年
の
調
査
報
告
書
で
は
、
標
準
残
差

を
用
い
て
標
本
と
回
収
数
の
構
成
比
の
比
較
も
行
っ
て
い
る
が
、

韓
国
・
朝
鮮
籍
に
つ
い
て
は
有
意
な
差
が
見
ら
れ
な
い
。
判
断
材

料
は
少
な
い
が
、
韓
国
・
朝
鮮
籍
の
回
収
率
が
他
の
国
籍
よ
り
も

低
い
と
は
言
い
切
れ
な
い
よ
う
で
あ
る
。

フ
ィ
リ
ピ
ン
籍
は
、
調
査
に
よ
っ
て
回
収
率
が
大
き
く
異
な
っ

て
い
る
。
川
崎
市
の
一
九
九
三
年
の
調
査
が
全
体
よ
り
も
か
な
り

高
い
億
を
示
し
て
い
る
一
方
で
、
島
根
県
や
広
島
市
の
調
査
で
は

逆
に
低
い
値
が
得
ら
れ
て
い
る
。
表
5
に
示
し
た
調
査
の
な
か
で
、

学
歴
を
質
問
項
目
と
し
て
設
け
て
い
る
の
は
川
崎
市
と
広
島
市
で

あ
る
が
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
籍
で
高
等
教
育
以
上
の
学
歴
を
持
つ
人
の

比
率
は
、
前
者
が
六
五
・
四
％
、
後
者
が
四
一
一
％
で
あ
っ
た
。

こ
れ
を
見
た
限
り
で
は
、
高
学
歴
者
が
占
め
る
比
率
が
、
そ
の
ま

ま
回
収
率
に
反
映
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
フ
ィ
リ
ピ
ン
籍
の

場
合
、
興
行
の
在
留
資
格
を
持
つ
人
か
ら
ど
れ
く
ら
い
回
答
が
得

ら
れ
て
い
る
か
を
検
討
す
る
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。
二
〇
〇
二
年

末
の
全
国
の
フ
ィ
リ
ピ
ン
籍
の
外
国
人
登
録
者
の
う
ち
、
興
行
が

占
め
る
比
率
は
二
七
・
五
％
で
あ
っ
た
。
広
島
市
の
調
査
の
興
行

の
回
収
率
を
見
て
み
る
と
、
五
・
一
％
と
非
常
に
低
い
値
で
あ
り
、

興
行
の
資
格
を
持
つ
フ
ィ
リ
ピ
ン
籍
の
人
々
が
調
査
で
い
か
に
と

ら
え
ら
れ
て
い
な
い
か
が
よ
く
わ
か
る
。
調
査
に
回
答
し
、
づ
ら
い

状
況
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
し
、
調
査
票
が
対
象

者
に
届
い
て
い
な
い
場
合
も
か
な
り
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

対
象
者
が
回
答
す
る
権
利
を
保
障
す
る
た
め
に
は
、
多
言
語
の

調
査
票
を
使
用
す
る
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。
表
6
か
ら
は
、
日
本

語
以
外
に
、
英
語
・
ハ
ン
グ
ル
・
中
国
語
の
調
査
票
が
一
般
的
に

使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
　
（
別
の
調
査
票
に
す
る
場
合
も

あ
れ
ば
、
日
本
語
と
併
記
さ
れ
た
調
査
票
に
す
る
場
合
も
あ
る
）
。
ポ

ル
ト
ガ
ル
語
や
ス
ペ
イ
ン
語
は
、
東
京
都
の
市
・
区
や
京
都
市
の

調
査
で
は
使
用
さ
れ
て
い
な
い
が
、
ブ
ラ
ジ
ル
籍
や
ペ
ル
ー
籍
の

居
住
者
が
あ
ま
り
多
く
な
か
っ
た
た
め
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ

る
。
こ
れ
ら
以
外
の
言
語
で
は
、
神
奈
川
県
の
一
九
九
九
年
の
調

査
で
タ
ガ
ロ
グ
語
・
タ
イ
語
・
ベ
ト
ナ
ム
語
・
カ
ン
ボ
ジ
ア
語
・

ラ
オ
ス
語
の
調
査
票
が
使
用
さ
れ
た
。
イ
ン
ド
シ
ナ
三
国
の
言
語

が
使
用
さ
れ
た
背
景
に
は
、
大
和
市
に
イ
ン
ド
シ
ナ
難
民
の
定
住

促
進
セ
ン
タ
ー
が
あ
っ
た
（
一
九
九
人
年
三
月
に
閉
所
）
関
係
で
、

部落解放研究恥．1622005．2
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外国人登録原簿からサンプリングした調査の使用言語
と回収率

自治体名 実施年度
．調査票の言語

回収率（％）
英 四 中 ポ ス 他

神奈川県 1984 48，0

東京都港区 1988 ○ 40．5

目黒区 1989 ○ ○ ○ 42．9

東京都北区 1990 ○ ○ ○ 30．4

小金井市 1990 ○ ○ ○ 41．7

世田谷区 1991 ○ ○ ○ 35．6
調布市 1992 ○ ○ ○ 38．3

文京区 1992 ○ ○ ○ 42．1

千葉市 1993 ○ ○ ○ ○ ○ 20，6

豊島区 1993 ○ ○ ○ 36．4

川崎市 1993 ○ ○ ○ ○ 38．2
山形県 （l） 1994 ○ 国 ○ 国 △ 47．7

横浜市 1995 ○ ○ ○ ○ ○ 32．9

埼玉県 1996 ○ ○ ○ ○ ○ 26，2

京都市 1996 ○ ○ ○ 27．9

三重県 1999 ○ ○ ○ ○ 23．4
神奈川県（2） 1999 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 37．2

千葉市 1999 ○ ○ ○ ○ ○ 22．0

大阪市 200 1 ○ ○ ○ ○ ○ 44．2
仙台市 （3） 200 1 不　　 明 26．3

島根県 2（X粕 ○ ○ ○ ○ ○ 26．3

広島市 2（X）2 ○ ○ ○ ○ ○ 33．8

文京区 2（X）3 ○ ○ ○ 19．6

注※「調査票の言語」は、英＝英語、ハ＝ハングル、中＝中国語、

ポ＝ポルトガル語、ス＝スペイン語

（1）4つの在留資格に関して別個に調査を行っており、全てで使用

された言語を○、一部で使用されたものを△で示した。

（2）「調査票の言語」の「他」は、タガログ語、タイ語、ベトナ

ム語、カンボジア語、ラオス語。

（3）今回入手した一般向けの概要版では記載がなかった。

っ
た
。
広
島
市
の
調
査
で
ベ
ト
ナ
ム
籍

の
回
収
率
が
一
二
・
五
％
で
あ
っ
た
こ

と
を
考
慮
す
る
と
、
い
く
ら
か
の
効
果

は
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
む
し
ろ

そ
れ
以
外
の
要
因
の
方
が
回
収
率
に
強

く
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
。

四
　
お
わ
り
に

自
治
体
が
こ
れ
ま
で
実
施
し
た
調
査

に
つ
い
て
、
回
収
率
を
中
心
に
検
討
を

行
っ
て
き
た
。
外
国
人
住
民
の
実
態
を

量
的
に
把
握
す
る
上
で
、
外
国
人
登
録

原
簿
か
ら
サ
ン
プ
リ
ン
グ
を
行
っ
た
調

査
が
現
状
で
は
最
も
精
度
の
高
い
も
の

県
内
に
イ
ン
ド
シ
ナ
三
国
の
国
籍
を
持
つ
居
住
者
が
多
い
と
い
う

状
況
が
あ
る
。

し
か
し
、
多
言
語
の
調
査
票
の
使
用
は
、
必
ず
し
も
回
収
率
の

向
上
に
大
き
く
寄
与
す
る
訳
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
イ
ン
ド
シ
ナ

三
国
の
調
査
票
を
用
い
た
神
奈
川
県
の
一
九
九
九
年
の
調
査
で

も
、
そ
れ
ら
の
国
籍
を
持
つ
人
々
の
回
収
率
は
一
人
・
八
％
で
あ

で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
、
今
回
の
検
討
に
よ
っ
て
J
そ
れ

で
も
調
査
に
よ
っ
て
と
ら
え
き
れ
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
層
の
存

在
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
、
ブ
ラ
ジ
ル
籍
の
人
々
、
特
に

定
住
者
の
在
留
資
格
を
持
つ
日
系
二
世
の
配
偶
者
や
三
世
で
あ

り
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
籍
の
な
か
で
も
興
行
の
在
留
資
格
を
持
つ
人
々

で
あ
る
。
中
国
帰
国
者
に
つ
い
て
も
、
他
の
人
々
よ
り
も
回
収
率
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が
低
く
な
っ
て
い
な
い
か
、
今
後
検
討
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

ま
た
、
超
過
滞
在
者
や
密
航
者
な
ど
、
外
国
人
登
録
を
行
っ
て
い

な
い
層
の
存
在
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
以
上
の
こ
と
を
念
頭
に

置
い
た
上
で
、
調
査
結
果
を
利
用
す
る
必
要
が
あ
る
し
、
自
治
体

の
外
国
人
施
策
も
進
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

神
奈
川
県
内
在
住
外
国
人
実
態
調
査
委
員
会
、
一
九
八
六
　
『
日
本
の
中

の
韓
国
・
朝
鮮
人
、
中
国
人
』
、
明
石
書
店
。

桑
山
紀
彦
、
一
九
九
五
　
『
国
際
結
婚
と
ス
ト
レ
ス
』
明
石
書
店
。

大
阪
府
・
定
住
外
国
人
問
題
研
究
会
、
一
九
九
四
　
『
定
住
外
国
人
に
関

す
る
意
識
調
査
報
告
書
』
大
阪
府
企
画
調
整
部
国
際
室
人
権
平
和
室
。

注（
1
）
　
表
1
～
3
で
は
、
調
査
報
告
書
に
調
査
期
間
が
明
示
さ
れ
て
い

な
い
も
の
も
あ
る
た
め
、
実
施
さ
れ
た
時
期
を
年
度
で
続
一
し
て

表
記
し
た
が
、
川
崎
市
の
一
回
目
の
調
査
は
一
九
九
三
年
一
月
に

実
施
さ
れ
て
い
る
。

（
2
）
　
中
国
籍
の
人
々
に
つ
い
て
、
二
〇
〇
二
年
度
末
の
本
籍
地
別
の

外
国
人
登
録
者
数
を
見
て
み
る
と
、
最
も
多
い
の
は
遼
寧
省
で
あ

り
、
次
い
で
上
海
市
、
黒
竜
江
省
、
吉
林
省
、
台
湾
省
の
順
に
多

く
な
っ
て
い
る
。

引
用
文
献

福
岡
安
則
・
金
明
秀
、
一
九
九
七
『
在
日
韓
国
人
青
年
の
生
活
と
意
識
』
、

東
京
大
学
出
版
会
。

伊
藤
長
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